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１．概要 

本資料は、再処理施設、廃棄物管理施設、ＭＯＸ燃料加工施設における設

工認申請にあたり、申請書全体の構成に関する内容を明確にするための補足

説明資料である。 

 

２．共通の補足説明事項 

設工認で申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書、添付図面）に記載すべき事項、補足説明すべき項目などの申請書作成に

あたって明確にすべき事項を、「共通の補足説明事項」として体系的に整理す

る。 

上記において、今回の設工認が、新規制基準を受けた変更申請であること

を踏まえ、変更事項、申請対象設備等について明確にする。さらに、今回の新

規制基準を受けた設工認は、対象とする設備が多いことなどから分割して申

請することを計画しており、分割申請において考慮すべき事項についても併

せて明確にする。 

上記の明確化にあたっては、申請対象設備に対する規制上の要求事項を網

羅的に展開するため、法令及び原子力規制委員会文書「日本原燃株式会社再

処理施設に係る設計及び工事の計画の認可の審査、使用前事業者検査の確認

等の進め方について（令和２年６月２４日）」及び「試験研究用等原子炉施設

及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画の認可の審査並びに使用前確認等

の進め方について（令和２年９月３０日）」において明確化が求められている

事項、及び先行して新規制基準を受けた設工認申請を行っている発電炉の申

請書に記載されている内容を踏まえ実施する。 

また、設工認申請書に示す設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシ

ステムの内容について、保安規定で定めた品質マネジメントシステムの計画

との整合性などを明確にする。 

さらに、上述の明確にすべき事項の整理結果を踏まえ、技術基準規則の条

文単位で示すべき事項を明確にした上で、設工認申請書への具体的な展開を

示す。 

 

３．共通の補足説明事項の全体像 

「２．共通の補足説明事項」に示した内容を補足説明資料として以下のと

おり展開する。 

＜申請書に記載すべき事項＞ 

 本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添

付図面で記載すべき事項 
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 添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の整理 

＜変更事項等の整理＞ 

 １項申請、２項申請区分けの考え方 

 事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目の明確化 

 （技術基準規則）新規制基準を受けて追加等された要求事項及び変

更等した項目の明確化 

＜申請対象設備の明確化＞ 

 申請対象設備の選定 

＜分割申請において考慮すべき事項＞ 

 設工認の申請計画の考え方 

 工事工程等を踏まえた分割申請計画（分割申請数、申請予定時期、

分割の理由） 

 第1回申請の申請書の構成 

＜品質マネジメントシステム＞ 

 全般的な品質管理方針 

 

４．各補足説明資料で明確にする内容 

４．１ 申請書に記載すべき事項 

（１）本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図

面で記載すべき事項（共通０６） 

１）基本設計方針 

a. 発電炉の記載を参考とし、変更点が明確になるよう前後表とし、変更

後については、規則要求の変更有無を踏まえ、事業変更許可申請書の

本文、添付書類記載事項をもとに設計の概念、基本的な考え方等を記

載する。 

b. 変更前については、変更後の記載をもとに、既設工認で設計方針等と

して示していたもの、明示していないものの記載を詳細展開した内容

であり、従前から設計上実施していたもの等を抽出し記載する。 

c. 基本設計方針は、事業変更許可申請書 本文、添付書類記載事項をも

とに基本設計方針として担保すべき事項を記載するとともに、発電炉

との比較を行うことにより、基本設計方針として担保すべき事項を抜

けなく展開する。 

 

２）仕様表 

a. 機能、性能として設定すべき値等を記載するという目的を達成するた

め、発電炉別表第二および工認手続きガイドを参考に設定することと
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し、効率的な申請となるよう類似の機器を同一の形式で取り扱うよう

機種設定などを行うことで記載項目の設定を行う。 

b. 既設工認仕様表記載項目で今回の設工認で仕様表に記載しない項目

（既設工認仕様表の特記事項等）については、記載項目の重要度、記

載内容に応じて基本設計方針、添付書類、添付図面のいずれかに展開

する。 

c. 変更前後の記載方法は、発電炉での考え方と同様とし、「仕様に追

加、変更が生じるもの」、「更新により仕様が変わるもの」、「新規に設

置するもの」を変更後に記載する。なお、「既認可から仕様が変わら

ないもの」、「既認可に記載がないが、既設として設置済みであり、従

前から施設の一部として設計、管理され、記載の適正化として追加す

るもの」は変更前に記載する。 

 

３）添付書類 

a. 事業変更許可に整合していること、技術基準へ適合することを示すた

めに基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項として必要な評価対

象となる施設、評価方法（評価条件、判断基準）、評価結果等を示

す。 

b. 基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項を抜けなく展開するもの

とし、基本設計方針や仕様表に記載される内容および設備仕様によ

り、要求仕様が満足されていることを具体的に評価・説明する。 

c. 記載内容については、事業変更許可申請書の添付書類、安全審査時に

作成した整理資料の記載をもとに検討し、記載程度等は、先行する発

電炉の記載を参考とする。 

４）補足説明資料 

a. 添付書類等に示す設計を行う根拠や、設計条件として採用している数

値のエビデンス、一般産業品に適用する規格基準等、設備設計の妥当

性を示すためのバックデータを示す。 

b. 特に、事業変更許可で示した基本的概念を判断基準に展開した具体的

根拠、評価方法の妥当性等が、詳細設計の妥当性を示すうえで重要と

なることから、根拠となる規格・基準、試験データ等をもとに説明す

る。 

（２）添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の整理（共通０７） 

a. 添付書類記載事項を踏まえた補足説明資料として説明すべき事項の抽

出方法を明確にする。 
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４．２ 変更事項等の整理（共通０１、共通０２、共通０３） 

① １項、２項の申請区分の考え方を明確にするとともに、追加等された要

求事項を踏まえた設計変更の内容等を抽出する。 

② 技術基準規則の変更に係る要求事項を踏まえた設計変更については、規

則要求の変更点との関係を整理するとともに、要求事項の変更によらず

に行う設計変更の項目を整理する。 

③ 事業変更許可申請を受けた設工認については、事業許可基準規則の要求

事項の変更点と設計変更を行う事項との関係についても整理する。 

 

４．３ 申請対象設備の明確化（共通０９） 

① 「本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付

図面で記載すべき事項」に示す申請対象設備の選定の考え方を踏まえて、

具体的に申請対象設備の選定を行う。 

② 選定作業の主要な作業となる設計図書の色塗り作業の方法を示すとと

もに、選定作業の作業ステップ等を示す。 

③ 申請対象設備として、事業変更許可申請書との整合性、技術基準適合性

の観点で必要な設備を網羅的に抽出する。この際、特に、系統として安

全機能を達成する設備に対して、技術基準の適合性との関係を踏まえて、

系統を構成する機器等から安全機能を達成するために必要な機器等を

抽出する。 

 

４．４ 分割申請において考慮すべき事項 

（１）設工認の申請計画の考え方（共通０４） 

① 分割申請において、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割

申請における取扱いを明確にする。 

② 基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目的を踏まえて詳細設

計に展開する際に、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割

申請における取扱いとして、火災、溢水等の具体的事例をもとに設工

認申請における展開方法を示す。 

③ 分割申請を行う際に事業者として考慮が必要な事項（工事工程、設計

進捗等）の分割申請における取扱いを明確にする。 

 

（２）工事工程等を踏まえた分割申請計画（分割申請数、申請予定時期、分割

の理由）（共通０５） 

① 複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱

い等を踏まえ、新規制基準を受けた設工認申請の具体的な分割申請計
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画を示す。 

② 申請対象設備と技術基準の適合性として説明すべき事項との組み合わ

せを考慮し、複数の申請書に跨って技術基準適合性を説明する事項、

複数の施設に共通的に関係する事項等に係る分割申請における申請の

考え方を明確にしたうえで、効率的な申請等を考慮した分割申請計画

を策定する。 

③ 分割申請計画においては、１項、２項の申請区分、それを踏まえた分割

申請数に加え、施設・系統ごとに変更申請における変更事項を明確に

する。 

 

（３）第1回申請の申請書の構成（共通０８） 

① 申請書の各項目での記載事項、複数の構築物、系統、施設に関係する事

項等の分割申請における取扱い等を踏まえ、第１回申請の基本設計方

針の申請範囲、基本設計方針と添付書類の紐づけ、補足説明資料とし

て示す事項を明確にする。 

② 分割申請における申請回次ごとに上記の整理を行うことで、申請対象

を明確にする。 

 

４．５ 品質マネジメントシステム（共通１０） 

設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに基づく活動実

績及び保安規定で定めた品質マネジメントシステム計画との整合性を示

す。 

 

５．共通として明確にすべき事項の整理結果を踏まえた技術基準規則の各条文

への展開（各条文：補足説明資料番号00） 

１） ４．１～４．４の整理結果に基づき、技術基準の条文ごとに申請対

象設備との関係を踏まえて基本設計方針（事業変更許可申請書を踏

まえて記載すべき事項の抽出、発電炉との比較）、添付書類（基本設

計方針を踏まえて記載すべき事項の展開、発電炉との比較）、補足説

明資料（添付書類の根拠等として補足すべき事項の抽出結果、発電

炉との比較）の項目等を整理する。 

２） また、基本設計方針については、分割申請において漏れなく申請さ

れることを示すため、要求種別や申請対象設備との関係を踏まえ

て、分割申請における申請書ごとに申請対象とする基本設計方針の

項目を整理する。 

３） 具体的には、以下の事項を技術基準の条文ごとに展開する。 
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 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較（別紙１） 

 基本設計方針の申請書単位での展開表（別紙２） 

 申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開（別紙３） 

 添付書類の発電炉との比較（別紙４） 

 補足説明すべき項目の抽出結果（別紙５） 

 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（別紙６） 

 

以 上 
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添付－１

共通的な補足説明資料の全体構成

共通０４：設工認の申請計画の考え方

共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項

共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化

共通０８：第1回申請の申請書の構成

工事工程、設計進捗等の分割申請での考慮

複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い

（設備に対する設計要件に加え、当該設備以外からの影響評価等が必要な

事項、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等）

共用設備の分割申請での取り扱い

基本設計方針、仕様表等で記載すべき事項の考え方

発電炉との比較等による基本設計方針、添付書類での記載

のチェック

添付書類記載事項からの展開による補足説明が必要な事項の整理

発電炉との比較による補足説明が必要な事項の抜け漏れチェック

基本設計方針記載事項から添付書類へ展開すべき事項の

整理の考え方、変更しない添付書類の扱い

第１回申請の申請対象設備を踏まえた基本設計方針の申請範囲

基本設計方針と添付書類の紐づけ

補足説明資料の対象

基本設計方針から添付書類への展開（サン

プル）

基本設計方針、添付書類に係る発電炉との

比較（サンプル）

補足説明すべき項目の整理（サンプル）

分割申請における申請書の分冊数

申請書ごとの申請予定時期

分割申請を行う理由

各申請書で申請する内容

類型化展開の考え方

共通11：使用前事業者検査の実施方針

共通０９：申請対象設備の選定

共通０５：工事工程等を踏まえた分割申請計画（分割申請数、

申請予定時期、分割の理由）

共通０１：１項申請と２項申請の区分

１項申請、２項申請区分けの考え方

施設ごとの１項申請、２項申請の区分

共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受け

て追加等した項目の明確化

事業許可基準規則の要求事項変更条文、変更事項

事業許可基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等

された要求事項及び変更等した項目の明確化

技術基準規則の要求事項変更条文、変更事項

技術基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

許可整合、技術基準規則要求等により設工認で変

更が必要な事項、複数の申請書で分割する条文、

共通的な条文の分割申請での取り扱い等

各個別の技術的事項の説明（添付－２）

➀本文【基本設計方針（全体、第1回申請範囲の抽出、発電

炉との比較）、仕様表】、②添付書類に記載すべき事項

（基本設計方針からの添付書類への展開、発電炉との比較

を含む）、③補足説明資料の項目

共通10：全般的な品質管理方針

類型化展開（サンプル）

直接アクセスできない箇所に対する使用前事業者検査の実施方針

腐食等を考慮した判定基準の設定

核燃料物質等を用いた検査における設備使用範囲の設定

設備選定の基本方針、仕様表対象機器設定の考え方、

設工認で変更が必要な事項の設備単位での展開

※資料間で繰り返し相互確認を行う

⇒「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、

添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべ

き事項」でまとめた考え方等は、ガイド等の作成方

針を定める書類に反映
変更要求の分割申請における取扱い

申請対象設備の選定の考え方
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設工認に係る補足説明資料

基本設計方針、添付書類、補
足説明項目への展開
（〇〇〇施設）

別紙１ 基本設計方針の許可
整合性、発電炉との比較

別紙２ 基本設計方針の申請
書単位での展開表

別紙３ 申請範囲とした基本
設計方針の添付書類への展開

別紙４ 添付書類の発電炉と
の比較

別紙５ 補足説明すべき項目
の抽出結果

別紙６ 変更前記載事項の既
工認等との紐づけ

基本設計方針、添付書類に記載すべき事項、補足説明資料として説明すべき事項の整理結果を踏まえた各条文への展開

〇〇-00-01
再処理：00−01
ＭＯＸ：00−02

添付-２
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別紙１ 基本設計方
針の許可整合性、発

電炉との比較

事業変更許可 本文、
添付書類の記載をもと
に設定した基本設計方
針と発電炉の基本設計
方針を比較し、記載程
度の適正化等を図る

項目単位で発電炉の基本設計
方針との比較を行い、同程度
の記載がある場合は⻩⾊の
ハッチングを行う。対応する
記載がないものについては、
施設固有のものなど差の理由
を備考に記載する。

対応する記載がないもの
については、施設固有の
ものなど差の理由を備考
に記載する（備考欄に記
載が難しい場合や対応す
る記載箇所との関係をわ
かりやすくするために吹
き出しで示す場合もあ
る）。

発電炉との比較の結果、記載を追加
する等の対応が必要と思われる箇所
については赤字等で記載の修正案を
示す。
※最終的な修正後の基本設計方針に
ついては共通08の別紙として示す。
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別紙２ 基本設計
方針の申請書単位

での展開表

基本設計方針および要求種別

要求種別については基本設計方
針での要求内容、発電炉での実
例を踏まえて設定

基本設計方針の項目ごとに第1回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対
象設備を記載⇒設備と基本設計方針との関係を踏まえて設備リストの技術基
準条文の展開を設定
※設置要求：基本設計方針を受けて設置すべき機器等の具体的名称を記載
※機能要求➀、機能要求②：基本設計方針を受けて設計を達成する対象とな
る系統、設備名称を記載
※機能要求②を達成するための仕様表対象機器は、共通09に基づく設計図書
等の⾊塗り作業による抽出で展開

申請回次での申請対象設備主な設備、仕様表記載項目、添付書類における記載等

基本設計方針の項目ごとに要求種別、
対象設備、添付書類等への展開事項
の分類、第1回申請の対象を示す。
第２回以降の申請書ごとの対象設備
を展開する。
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別紙３-① 申請範
囲とした基本設計方
針の添付書類への展

開

別紙２で示した基本設計方針の項目に対して、
展開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載
すべき事項を展開する。

基本設計方針の記載をもとに添付書類
として記載すべき事項を示す。

展開事項を起点として添付書類との紐付けを行う
※展開事項：基本方針⇒添付書類：基本方針
第２回申請以降の展開事項も含め添付書類の全体構成
を示す。
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別紙３-②
添付書類 目次

条文ごとに添付書類（説明書単
位）の全体の目次と目次の項目
ごとにどの申請書で対象となる
かを示す。

説明書単位での目次全体像

基本設計方針からの展開を踏まえて、対象となる申請書に“〇”をつける
※第1回申請対象にならない箇所は、設工認申請書では目次の該当箇所に
後次回申請であること、後次回申請となる理由を示す。
※複数回次に〇がつく箇所は、設工認申請書の該当項目において、当該項
目に係る記載は第1回申請の対象のみであること、後次回申請としてどの
ような設備を対象として説明項目があるかを示す。
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別紙４ 添付書類の発
電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項
目単位でその記載程度を発電炉
と比較し、記載すべき事項の抜
けや論点として扱うべき差がな
いかを確認する
※規則の名称、添付書類の名称
など差があることが明らかな項
目は比較対象としない。⇒概要
などは比較対象外

記載の差がプラント固有の事項で生じ
ている場合は、二重下線を引く
記載の差であってプラント固有に該当
しないものは下線を引く

差に対して記載の変更が必
要と判断した場合はその旨
を記載し、修正案を示す。
差に対して記載修正が必要
なく、新たな論点が生じる
ものではない場合はその旨
を示す。
また、記載位置が異なるが、
記載がある場合はその旨を
記載する。

記載の比較は段落単位等のある程
度まとまった単位で行い、文章の
記載内容の差があっても基本設計
方針からの展開として差が生じて
いるものなどは差の対象としない
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別紙５-① 補足説明
すべき項目の抽出結果

基本設計方針を起点とし
て、添付書類での記載事
項に対して補足が必要な
事項を展開する。

別紙２で示した基本設計方針
を記載

添付書類で何を説明すべきか、またそ
の添付書類の内容をもとに補足すべき
事項が何かを示す。
“⇒”で示してる項目が添付書類の記載
事項をもとに補足が必要な事項を抽出
した結果

基本設計方針から展開される添
付書類（別紙３の展開）で記載
する事項を示す
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前頁で抽出した結果と右の発電炉
からの展開で抽出された補足説明
資料の項目を合わせて全体の補足
説明資料項目を示す

発電炉の補足説明資料の項目に対
して申請書ごとに対象となる項目
の有無を示す。

別紙５-② 補足説明
すべき項目の抽出結果

発電炉の補足説明資料の
実績との比較を行い、添
付書類等から展開した補
足説明資料の項目に追加
すべきものを抽出する
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前頁で整理した申請書毎の展開等
を踏まえて、第1回申請に必要とな
る補足説明の項目を示す。

別紙５-③ 補足説明
すべき項目の抽出結果

全体の補足説明資料の構
成を踏まえ、申請対象に
必要となる補足説明の項
目を示す。
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別紙６ 変更前記載事項
の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事
項に対し、既認可等との紐づけ
を示す
※本別紙は、変更後の記載の確
認を行った後に示す。具体的に
は、別紙１による基本設計方針
記載事項の確定後

変更前の記載は、変更後の記載事項
から記載の適正化で対応可能な部分
を抜き出して記載

1．、1.1、（１）等の項目単位で変更前の記載から変更
がない場合は、変更なしとする。
変更がある項目のみを変更事項を含め変更後に記載する。
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